
商工労働部における随意契約の実績　　（令和２年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

1
マーケティ
ング戦略推
進課

おきなわ農林
水産物マーケ
ティング支援事
業（調査分析）
委託業務

令和３年
１月２２日

6,451,940 株式会社マイファーム
京都府京都市下京区東
塩小路町６０７番地辰巳
ビル１階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により業務内容等に係る企
画提案を広く募集し、３社から応募があった。
選定委員会において審査したところ、提案者の
中から契約目的に最も適した者と契約を行っ
た。

2
マーケティ
ング戦略推
進課

おきなわ農林
水産物マーケ
ティング支援事
業（プロモー
ション）委託業
務

令和３年
１月２５日

10,970,000

おきなわ農林水産物マー
ケティング支援事業受託
企業体
①株式会社クロックワー
ク
②沖縄県農業協同組合

①沖縄県那覇市牧志２丁
目１９番１０号松善ビル１
Ｆ
②沖縄県那覇市壺川２丁
目９番地１

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により業務内容等に係る企
画提案を広く募集し、３社から応募があった。
選定委員会において審査したところ、提案者の
中から契約目的に最も適した者と契約を行っ
た。

3
企業立地
推進課

沖縄国際物流
拠点産業集積
地域那覇地区
の管理運営に
関する基本協
定

令和3年3
月8日

474,840,000 (株)沖縄ダイケン
沖縄県那覇市おもろまち
１丁目１番12号

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。指定管理者制度運
用委員会において事業計画等を審査したとこ
ろ、左の社は基準点に達していたため、契約の
相手方として選定した。

債務負担
による複
数年契約

4
ものづくり
振興課

官民連携によ
る県産品応援
プロジェクト事
業

令和3年3
月18日

30,000,000
株式会社海邦総研・株式
会社沖縄県物産公社共
同企業体

沖縄県那覇市久茂地２丁
目９番１２号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ１者から応募があった。企画提案内容等を
選定委員会において審査したところ、左記の共
同企業体の提案は綿密な実施方法など計画
性が優れており、基準点に達していたため、契
約の相手方として選定した。

5
工業技術
センター

中央監視装置･
自動制御機器
点検業務及び
環境衛生管理
業務委託

令和3年3
月17日

14,875,960 (株)久米電装
沖縄県那覇市久米２丁目
１６番２５号

第167条の２
第１項第２号

当センターに設置されているアズビル(株)の機
器の保守点検に関しては本県で特約店となっ
ているのはヤシマ工業（株）であり、その総合
点検業務を同社に代わって県内で担っている
のは（株）久米電装のみである。

特命随意
契約



商工労働部における随意契約の実績　　（令和２年度４／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

6
工業技術
センター

庁舎機械警備
業務委託

令和3年3
月15日

1,082,400 セコム琉球（株）
沖縄県那覇市久茂地１丁
目７番１号

第167条の２
第１項第２号

当センターの警備システムはセコム独自の規
格となっているため。

特命随意
契約

7
具志川職
業能力開
発校

庁舎等警備業
務委託

令和3年3
月19日

8,976,000 沖縄美装管理（株）
沖縄市比屋根3丁目1番
15号

第167条の２
第１項第８号

　指名競争入札を実施し、第1回、第2回とも入
札が不落になった後、第3回目の入札を行った
結果、1社のみの参加となったが、落札されな
かった。そのため第3回目の入札に参加した者
と予定価格の範囲内で随意契約を締結した。

長期継続
契約

8
産業政策
課

来間島蓄電池
システム点検
業務委託

令和3年1
月27日

1,511,400
東芝インフラシステムズ
株式会社沖縄支店

沖縄県那覇市久茂地１－
７－１
琉球リース総合ビル１２Ｆ

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、スマートエネルギーアイランド基
盤構築事業において実証用に製造した蓄電池
システムについて、専門的見地から点検又は
測定等により劣化及び不具合状況の把握を行
うものである。
　本システムは汎用システムでないことから、
設計・施工した事業者以外では、機能点検や
動作試験、不具合対応等を実施できない。
　これは、地方自治法施行令第167条の２第１
項第２号[契約の性質又は目的が競争入札に
適しないものをするとき]の規定に該当するた
め、設計・施工した東芝インフラシステムズ㈱と
の特命随意契約とした。

特命随意
契約


